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午前・午後 ２時１０分 

東郷町議会議長  井 俣 憲 治  殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 13 番  氏名 若園ひでこ     

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                               №  1－1  

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

1 防災行政無線（防

災行政 無線屋外拡

声子局（スピ－カ－））

の増設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防災ラジオの導入 

  について 

 

本町では、緊急地震速報などの J アラート（全国

瞬時警報システム）の情報や避難勧告、避難指示

等の防災情報を住民の皆様へ迅速に伝達する手段

として、町内 30 箇所に防災行政無線を平成 26 年

4月に設置、3年が過ぎた。この間、伝達訓練が数

回行われているが、聞こえない、聞きづらい、内

容を聞き取れない、などの住民の声が聞こえて来

ている。これを踏まえ、防災行政無線の今後の増

設についての考えを伺う。 

 

（1）設置の目的・設置箇所基準は。 

（2）伝達訓練の目的、頻度、その内容は。 

（3）伝達訓練実施の通知の範囲は。 

（4）伝達訓練実施の際、その結果を把握できるアン

ケート・調査などは。 

(5) 伝達訓練に対する町民の反応は。 

(6) 防災行政無線の増設は必要では。 

  

 

昨今、地域によっては市町村防災行政無線の全国

瞬時警報システム（J アラート）と連動して運用

をされている防災ラジオを国も推奨を始めている

とのこと。 

 

(1) 防災行政無線の難聴地域の方々や、携帯電話を 

持たない・インターネット等を利用しない方々 

は多い。これらの方々への情報伝達の手段の考 

えは。 

(2) 導入についての考えは。 

 町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町長  

担当部長  

  

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E9%98%B2%E7%81%BD%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%84%A1%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%9E%AC%E6%99%82%E8%AD%A6%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%9E%AC%E6%99%82%E8%AD%A6%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0

